
令和６年度オープンデータ公開等促進業務 企画提案募集に対する質問への回答 

令和６年９月２日 

 

№ 質 問 回 答 

1 仕様書「9 業務要件等(1)自治体職員を対象

としたオープンデータ研修会の開催」にお

いて、研修会はハイブリッド開催とのこと

ですが、オンライン会議の設定は宮城県様

で行われるでしょうか。それとも、受注者側

での対応となるでしょうか。 

発注者（宮城県）で設定します。 

2 仕様書「9 業務要件等(1)自治体職員を対象

としたオープンデータ研修会の開催」にお

いて、研修終了後、事業終了後の研修実施が

できるよう動画の使用権限を貴県に帰属さ

せることとありますが、動画の納品方法に

ついては成果物における「(4)上記以外で発

注者が必要と認める事項」として完了報告

時の納品でしょうか。また、動画のファイル

形式などで指定はございますか。 

仕様書 9(1)における全 6 回を想定した研修は、

1回の研修が終了次第、順次アーカイブ配信を実施

していくため、各研修終了後、7営業日以内に動画

ファイルを発注者に提出してください。提出方法

については別途発注者と協議するものとします。 

なお、全 6 回分の研修動画について、完了報告

時に別途電子媒体（CD-ROM 等）にて提出してくだ

さい。 

また、動画ファイルは.mp4 形式にて提出してく

ださい。 

3 仕様書「9 業務要件等(1)自治体職員を対象

としたオープンデータ研修会の開催」にお

いて、研修会ごとに 1 時間程度相談時間を

設けるとありますが、1時間程度相談受付の

枠を設け、順次相談対応を行うという認識

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

4 仕様書「10 その他」において、 本業務の一

部を第三者に再委託する場合は、事前に発

注者の承諾を得ることとありますが、提出

する企画提案書に再委託先情報を盛り込む

事で承諾を得られるという認識で宜しいで

しょうか。 

企画提案書への再委託先の記載は可能ですが、

このことをもって事前に発注者の承諾を得たこと

とはなりません。 

契約締結後、改めて発注者へ承諾を得る必要が

あります。 

なお、副本へ再委託先の情報を掲載する際は、事

業者名を伏せていただくよう留意願います。 

 


